
 

 

中央図書館の指定管理者制度導入は中止  

《さとうゆみ１２月議会一般質問から》 

Ｑさとう 中央図書館は、今後も市直営で管理・運営することが 

ふさわしいと考える。民間事業者が管理・運営を行   

う指定管理者制度の導入はやめるべきではないか。 

Ａ教育部長 令和４年８月に実施したサウンディング型市場調査 

の結果を参考に、カウンター窓口業務などの図書館

業務の一部委託を選択するので、指定管理にはしな

い。 

Ｑさとう 前回の議会で「指定管理者制度の導入はもう決めて 

いる」との答弁だったが、変更した根拠はどのようか。 

Ａ教育部次長 中央図書館を拠点に、選書をはじめとする司書業 

務を根幹として「教育振興基本計画」や「子ども読

書活動推進計画」に基づき長期的な視野で施  

策に取り組み、事業を展開するためである。 

Ｑさとう 現在の業務のうち、どの部分を委託する予定か。 

Ａ教育部次長 詳細な内容は今後決めるが、本の選書や学校連 

携司書の業務は市直営で行う予定である。 

 

～さとうゆみの考え～ 

市は、「行政改革の重要課題事業第１

弾」に基づき、令和６年４月から中央図書

館に指定管理者制度を導入すると決めて

いました。私は、まちの中核的社会教育施

設である中央図書館の管理・運営を民間事業者に任せるのでは

なく、市直営を続けるべきと考え、これまで議会で取り上げてき

ました。今回、「指定管理にはしない」との答弁を得ることができ

安心しました。 

中央図書館は令和４年で開館３０周年を迎えました。令和３年

にはＩＣシステムが入り、機械での自動貸し出しができるようにな

るなど利便性が向上しました。職員の業務の効率化や本の盗難

防止などのセキュリティ強化もはかられています。令和６年４月

からは、一人一回５冊の貸出冊数を倍の１０冊に増やす予定とい

うことです。この３０年間に蓄積した図書館運営ノウハウをもと

に、さらに充実した図書館になることを期待します。 

 

☆表面では、さとうゆみ１２月議会一般質問６０分間の概要

をお知らせしています。詳細は録画中継をご覧ください→ 

さとうゆみプロフィール 

１９７８年名古屋市名東区生まれ 

２０００年南山大学文学部卒業、損害保険会社に勤務 

２０１１年市民活動を経て３３才で長久手町議会議員に初当選 

２０１５年２期目当選、２０１９年３期目当選 

家族：夫、息子(大学２年生)、娘(中学２年生)  

どの政党にも属さず長久手に暮らす人の視点で活動します！ 

公共施設の利用予約のデジタル化を 

 《さとうゆみ１２月議会一般質問から》 

Ｑさとう 文化の家ではインターネットで

ホールや各部屋の予約をすれ

ば、申請書類を書くことなく窓

口で使用料を支払うだけで予

約完了となる。市の他の施設では複写式の申請書に

手書きが必要だが、文化の家と同様にできないか。 

Ａ市長公室長 杁ケ池体育館及び福祉の家の利用予約システム 

は、令和３度から５年間の契約であるため、令和

８年度以降に検討する。 

Ｑさとう 現在利用予約システムがない市の施設について、シス 

テムを入れることはできないか。 

Ａ市長公室次長 利用申請には施設ごとにさまざまなルールが 

あり、単一のシステムで対応できない場合が 

ある。各施設の状況を勘案しながら検討して 

いきたい。 

～さとうゆみの考え～ 

令和４年から文化の家では独自のシステムを導入し、利用予

約が大変便利になりました。杁ケ池体育館や福祉の家の利用予

約システムは、愛知県内の市町が共同で利用するものであり、情

報を入力して予約しても、再び施設の窓口で複写式の申請書を

書く必要があります。システムがない施設にも新たに導入し、利

用予約のデジタル化、申請の簡素化を進めるよう提案しました。 

 

小中学校の教育環境の充実を 

《さとうゆみ１２月議会一般質問から》 

Ｑさとう 市が雇用する教員免許を持つ小中学校の非常勤講師 

の時給は 2,000円を下回っているため、処遇改善、

人材確保の観点から引き上げが必要ではないか。 

Ａ教育部長  尾張東部地区の平均的な額になっていると考えて 

いるが、愛知県の人事委員会勧告等を参考に見直 

しを検討する。 

Ｑさとう １クラス３０人以下とする「３０人学級」を進める市町

が出てきているが、本市の考えはどのようか。 

Ａ教育部長  きめ細やかな指導を行う上で有益だと考えるが、 

児童、生徒が増加しており、教室数が不足する。ま 

た、市独自で教職員を確保する必要もある。 

～さとうゆみの考え～ 

近隣市町では教員免許を持つ非常勤講師の時給の大幅な引

き上げが行われているため、長久手市の現状の改善を求めまし

た。不登校児童、生徒は、令和元年末８５人、令和２年末９８人、令

和３年度末１４１人と増加しています。少人数学級で、クラスの一

人ひとりに行き届く教育環境になるとよいと考えます。 

この通信の発行に一部政務活動費を使用しています(政務活動費は年間１２万円) 

 

さとうゆみ議会報告会 

３月４日(土)１４時～１６時 

長久手交流プラザ１階多目的室 
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中央図書館 

文化の家 



 

「あったかぁど」の発行体制の拡充を 

Ｑさとう 長久手温泉ござらっせの入泉料は７２０円だが、「赤あ 

ったかぁど」の提示で４００円に、「青あったかぁど」の

提示で５１０円になる。カードの更新・発行は、市役所

で１７時１５分まで、福祉の家で１７時までしかできな

いので、拡充できないか。※カードの期限は５年間 

Ａ福祉部長  市役所または福祉の家のいずれかで毎日発行で 

きるため、拡充する考えはない。 

 

～さとうゆみの考え～ 

「赤あったかぁど」「青あったかぁど」は、満１２歳以上の市民で

あれば誰でも発行できます。今年の夏から、ござらっせのフロン

トで「あったかぁど」の有効期限の確認が厳密に行われるように

なり、少しでも有効期限が切れた人は割引対象外としています。

お風呂なので夜に来る人も多いですが、カードの更新は１７時頃

までしかできないため、割引されないことが不満で帰ったり、割

引されるつもりで来たが高く支払うことになっている現状があ

ります。市民に気持ちよく利用してもらえるよう、「あったかぁど」

の更新・発行の体制を拡充する必要があると考えます。 

 

ござらっせ・あぐりん村の指定管理２年間 

福祉の家温泉交流施設「ござらっせ」及び田園バレー交流施設

「あぐりん村」の指定管理者に㈱長久手温泉を指定する議案を可

決しました。㈱長久手温泉は、市が６０％出資する第三セクター

会社です。指定管理期間は令和５年４月１日から２年間です。これ

まで指定管理期間を４年間としていましたが、今回は２年間とし、

令和７年４月からはＰＦＩコンセッション方

式による公民連携事業に切り替える市の

方針です。業者選定など具体的な内容は

まだ決まっていないということです。 

 

高校生の入院費無償化は所得制限撤廃へ 

子ども医療費支給条例の一部改正の議案を可決しました。現

在、高校生世代の入院の医療費助成は、保護者等が非課税の場

合に限り対象としていますが、令和５年１月から所得制限を撤廃

し、すべての高校生世代(１８歳の年度末まで)が無償化されます。

これまでの利用実績は、令和３年が１件、令和４年が１２月時点で

０件でした。医療機関で自己負担額を支払い、後日市役所の窓口

で償還払いとなります。 

 

固定資産税・都市計画税は４月納付に変更 

「税条例の一部改正」と「都市計画税条例の一部改正」の議案

を可決しました。令和６年以降、固定資産税及び都市計画税の第

１期の納期を５月から４月に変更するものです。かつては事務に

時間がかかったため自治体独自で５月と定めたようですが、現

在は４月でも間に合うので、本来の地方税法の納期である４月

に合わせるための改正です。令和５年までは第１期の納期が５月

１日から５月３１日ですが、令和６年から４月１日から４月３０日に

変わります。 

 

☆さとうゆみブログ「きらめく未来づくり日記」→ 

各種体育施設を民間事業者が管理・運営 

市の各種体育施設の指定管理者にハマダスポーツ企画㈱を指

定する議案を可決しました。杁ケ池体育館、スポーツの杜、市民

野球場、杁ケ池テニスコート、菖蒲池テニスコート、市民テニスコ

ート、杁ケ池公園を一括で管理・運営することになります。 

民間事業者４者から応募があり、他市町での実績などからハ

マダスポーツ企画㈱が選ばれました。指定管理料は年間５，７７４

万７，０００円です。別途、施設の利用料は指

定管理者の収入となります。期間は令和５年

４月１日から５年間です。これまで市直営で管

理・運営してきましたが、スポーツ分野が得意

な民間事業者が管理・運営を行うことでメリ

ットが感じられるか、今後の状況を確認して

いきます。                   

妊娠時５万円＋出産時５万円＝１０万円給付 

政府の新たな子育て支援策「出産・子育て応援交付金１０万円」

を給付するための費用が一般会計補正予算に計上されました。

妊娠届け出時に５万円、出産時に５万円の合計１０万円が給付さ

れます。経済的な支援とともに、アンケートに回答したり、保健師

と面談することで伴走型の相談支援を行うことが目的です。 

政府はクーポン券での給付を考えていたようですが、準備が

間に合わないので、しばらく現金での給付となります。令和４年

４月以降に妊娠・出産をした人が対象です。財源負担は国が６分

の４、県が６分の１、市が６分の１です。国は令和５年９月までの財

源しか確保していないため、それ以降にこの施策が継続される

かは未定です。 

 

令和５年に市議会議員選挙・市長選挙 

令和５年には、多くの選挙が予定されています。以下の選挙の

日程が決まっています。１２月議会において、市長は「今期の任期

をまっとうする」との発言にとどめ、８月の市長選挙に出馬する

のかどうかの明言はありませんでした。 

 

・愛知県知事選挙 ２月５日㈰投開票 

・愛知県議会議員選挙 ４月９日㈰投開票 

・長久手市議会議員選挙 ４月２３日㈰投開票 

・長久手市長選挙 8 月２７日㈰投開票 

 

パートナーシップ宣誓制度を導入予定 

長久手市は、令和５年６月から「パートナーシップ宣誓制度」を

導入する予定です。この制度は、日常生活において相互に協力し

合う同性カップルなどに対し、その関係性（パートナーシップ）を

公的に認める制度です。日本では同性婚が認められていないた

め、必要となる制度です。法律上の権利や義務を伴うものでは

ありませんが、市が公的に認めることで家族に近い扱いを受け

ることができるようになります。 

当事者のカップルのみならず、そのカップルの子どもや親を

含めたファミリーシップの形態を想定しています。同性のカップ

ル以外にも、何らかの理由で法律婚ができない事実婚などの場

合も利用できるものです。制度の開始に合わせて、市は相談窓

口の設置を検討しています。 

秋の杁ケ池公園 

福祉の家 

温泉交流施設ござらっせ 
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